
阿賀野市教育委員会告示第５号 

 阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金支給に関する要綱の一部を改正

する要綱を次のように定める。 

  令和５年３月２８日 

                        阿賀野市教育委員会 

                         教育長 神 田  武 司   

 

   阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金支給に関する要綱の一部を

改正する要綱 

 阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金支給に関する要綱（平成２０年

阿賀野市教育委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。 

別表分田小学校の項を削る。 

   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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